
[bookmark: _GoBack]様式第１号（第４条、第７条関係）

　　年度鳥取県中部地域公共交通利用促進事業計画（報告）書

	区分
	内容

	１　事業の名称
	

	２　事業の目的（成果）
	

	３　事業の内容（結果）
	(１)　事業（予定）日時


(２)　事業（予定）場所


(３)　対象者及び参加（予定）人数


(４)　事業概要


(５)　その他
　　　※公共交通の利用促進に資するポイント等を記載してください。



	４　その他
	(１)　参加料等の有無（　有　・　無　）
　　　※「有」の場合は、その内容を記載してください。


	
	(２)　他の補助金の活用の有無（　有　・　無　）
　　　※「有」の場合は、活用する補助金名及び当該補助金に係る問合せ先（補助金を所管している団体名及び連絡先）を記載してください。




（担当者連絡先）
	住所
	〒

	担当者名
	

	連絡先
	電話：
	ファクシミリ：

	
	電子メール：



様式第２号（第４条、第７条関係）

年度鳥取県中部地域公共交通利用促進事業収支予算（決算）書

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
	区分
	予算（決算）額
	積算内訳

	協議会補助金
	
	


	その他特定財源
	
	


	自己資金
	
	


	合計
	
	




支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
	区分
	予算（決算）額
	積算内訳

	補 助 対 象 経 費
	
	
	


	
	
	
	


	
	
	
	


	
	
	
	


	
	
	
	


	
	
	
	


	
	
	
	


	
	小計（Ａ）
	
	


	補 助 対 象 外 経 費
	
	
	


	
	
	
	


	
	
	
	


	
	
	
	


	
	小計（Ｂ）
	
	


	合計（Ａ＋Ｂ）
	
	






様式第３号（第５条関係）
　番　号　
　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　様

職氏名　

年度鳥取県中部地域公共交通利用促進支援事業費補助金交付決定通知書

　　　年　月　日付の申請書（以下「申請書」という。）で申請のあった鳥取県中部地域公共交通利用促進支援事業費補助金（以下「補助金」という。）については、倉吉市補助金等交付規則（平成12年倉吉市規則第29号。以下「規則」という。）第６条第１項の定めに準じて、次のとおり交付することに決定したので、規則第８条第１項の定めに準じて通知します。
記
１　対象事業
　補助金の対象事業は、「公共交通利用促進事業」とし、その内容は、申請書のとおりとする。
２　交付決定額等
　補助金の算定基準額及び交付決定額は、次のとおりとする。ただし、対象事業の内容が変更された場合におけるそれらの額については、別に通知するところによる。
(１)　算定基準額　　金	　円
(２)　交付決定額　　金	　円
３　交付額の確定
　補助金の額の確定は、補助対象経費の実績額について、鳥取県中部地域公共交通利用促進支援事業費補助金交付要綱（令和７年５月26日鳥取県中部地域公共交通協議会承認。以下「要綱」という。）第４条第２項の規定を適用して算定した額と、前記２の(２)の交付決定額（変更された場合にあっては、変更後の額）のいずれか少ない額により行う。
４　補助規程の遵守・その他の条件
補助金の収受及び使用、補助事業の遂行等に当たっては、規則及び要綱の規定に従わなければならない。



様式第４号（第８条関係）
　番　号　
　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　様

職氏名　

概算払通知書

　　　　年　月　日　第　　号で交付決定のあった鳥取県中部地域公共交通利用促進支援事業費補助金（以下「補助金」という。）について、次のとおり概算払することとしたので、倉吉市補助金等交付規則（平成12年倉吉市規則第29号。以下「規則」という。）第19条の定めに準じて、通知します。
記
１　補助金の名称　　鳥取県中部地域公共交通利用促進支援事業費補助金
２　交付決定額	　円
３　概算払の基準（限度額）　　　　　　　　　　　円
４　請求書の提出　補助事業者は、概算払を受けたい場合は、　月　日までに補助金等支払請求書を提出してください。
５　精算について
　補助金の概算払を受けた場合で、補助事業の完了、中止又は廃止があったときは、補助金の精算を行う必要があります。その結果、精算により交付されるべきこととなった補助金の額（交付決定又は変更承認のあった額が限度となります。以下「精算額」といいます。）を概算払を受けた補助金の額（以下「概算払額」といいます。）が超過しているときは、当該超過している額を返還し、精算額に対して概算払額が不足しているときは、当該不足している額の分の補助金が交付されることとなります。


様式第５号（第９条関係）
　番　号　
　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　様

職氏名　

年度鳥取県中部地域公共交通利用促進支援事業費補助金交付額確定通知書

　　　　年　月　日　第　　号で交付決定のあった鳥取県中部地域公共交通利用促進支援事業費補助金（以下「補助金」という。）について、次のとおりその交付額を確定したので、倉吉市補助金等交付規則（平成12年倉吉市規則第29号。以下「規則」という。）第18条第１項の定めに準じて、通知します。
記
１　補助金の名称　　鳥取県中部地域公共交通利用促進支援事業費補助金
２　確定交付額等
　補助金の確定交付額は、次のとおりである。
(１)　確定交付額　　金	　円
(２)　算定基準額　　金	　円
(３)　交付決定額　　金	　円
３　補助規程等に従わない場合の補助金の返還等
　交付額確定通知があった場合でも、規則又は要綱の規定に従わないときは、規則第21条第２項において適用する同条第１項の定めに準じて補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、並びに規則第22条第２項、第23条第１項及び同条第４項の定めに準じて交付決定の額を超えた部分の補助金の返還を命じ、及びそれについての加算金及び延滞金の納付を求めることがあります。
４　補助金の支払予定日　　　年　　月　　日





